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短答式試験問題集［刑事系科目］
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［刑事系科目］

（配点：３）〔第１問〕

判例の立場に従って次の【事例】の甲の罪責について検討し，後記のアからオまでの【罪名】の

うち その罪名に係る犯罪が成立する場合には１を 成立しない場合には２を選びなさい 解答欄， ， 。（

は，アからオの順に から ）［№１］ ［№５］

【事 例】

執行猶予中の甲は，居酒屋で飲食中，隣のテーブルの男Ａと口論になり，Ａの顔面をこぶしで

殴打して鼻骨骨折等の傷害を負わせたが，店員らに現行犯逮捕され，Ｋ警察署の司法警察員に引

き渡された。そして，司法警察員Ｘから，犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨

を告げられ，弁解の機会を与えられた。その際，甲は単純な事件なので起訴されることはないと

思い，事実関係を争わなかった。そこで，Ｘは「傷害事件を起こしたことは間違いありません。

弁解はありません などと供述録取書に録取して読み聞かせたところ 甲は間違いない旨を申し。」 ，

立てて署名・指印した。そのとき，Ｘは上司から呼出しを受けたため，供述録取書にＸの署名・

押印及び契印をしないまま，取調室前の廊下にいた同僚の司法警察員Ｙに甲の監視を依頼して，

取調室から出て行った。

甲がＹに傷害事件の見通しを尋ねたところ，Ｙは「被害者の傷害の程度も重いので，軽く考え

ない方がいいかもしれない などと答えた 甲はＹの話を聞き 実刑になり刑務所に収容される。」 。 ，

， ， 「 。 。」 ，かもしれないと思い 憤激のあまり Ｙに対し ばか野郎 お前らはうそつきだ などと怒号し

前記の供述録取書を破り捨てた上，制止するために立ちふさがったＹの顔面をこぶしで殴打して

転倒させた。その後，甲はＫ警察署から逃げ出し，隣町に住む友人乙の居宅に逃げ込んだ。

甲は乙に対し，Ａが傷害を負ったことを隠し，単に暴行事件を起こして任意の取調べを受けて

いる際に警察署から逃げ出してきたなどとうそを交えて話した上，かくまってくれるように頼ん

だところ，乙は甲の話を信じ，自宅の物置小屋に甲をかくまったが，その数時間後，警察官に発

見された。

【罪 名】

［№１］ア. 証拠隠滅（刑法第１０４条）

［№２］イ. 公用文書等毀棄（刑法第２５８条）

［№３］ウ. 公務執行妨害（刑法第９５条第１項）

［№４］エ. 侮辱（刑法第２３１条）

［№５］オ. 犯人蔵匿教唆（刑法第１０３条・第６１条第１項）
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（配点：２）〔第２問〕

刑法第３７条第１項の緊急避難の法的性格について，学生ＡとＢは，違法性阻却事由説と責任阻

，「 。」却事由説のいずれか異なる見解を採り 緊急避難に当たる行為に対して正当防衛が成立し得るか

という問題について議論したところ，学生Ａは「緊急避難は成立し得るが，正当防衛は成立し得な

い 」との結論になり，学生Ｂは「正当防衛が成立し得る 」との結論になった。学生Ａが採る見解。 。

に関する記述として正しいものは，次の１から５までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№６］

１. 制限従属性説を前提として，この見解を採って検討すると，正犯と従犯の関係で，正犯が緊

急避難に当たる行為をした場合，正犯の幇助をした者は不可罰となる。

２. この見解は，違法性阻却の実質的理由を優越的利益の保護に求める考え方と矛盾する。

３. この見解によれば，刑法上の緊急避難に当たる行為は，民法上も損害賠償責任を問われるこ

とはない。

４. 法益の権衡が緊急避難の要件とされていることは，この見解の根拠となり得ない。

５. この見解に対しては，学生Ｂが採る見解から「無関係な他人のためにする緊急避難が認めら

れていることを説明できない 」との批判がある。。

（配点：３）〔第３問〕

殺人罪と自殺関与罪に関する次の【記述】中の①から④までの（ ）内に，後記の【語句群】か

ら適切な語句を入れた場合 内に入るものの組合せとして正しいものは 後記１から５までの，（ ） ，

うちどれか。なお，一つの（ ）内に二つ以上の語句が入る場合もある （解答欄は ）。 ，［№７］

【記 述】

① では 被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないことから 自殺関与「（ ） ， ，

罪ではなく 殺人罪が成立する ② では 被害者に当該行為によって自らが死亡することの認， 。（ ） ，

識はあるものの，当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があることから，同様に，自殺関与

罪ではなく，殺人罪が成立すると解することができる。ただし，そのうち（③）では，意思決定

過程に瑕疵があるとはいえ，被害者が（④）ことから，殺人罪ではなく，自殺関与罪が成立する

と解する見解がある 」。

【語句群】

， ， ，Ａ. 心中を望む被害者に対し 追死する意思がないにもかかわらず これあるように装って欺き

追死するものと誤信させて死を決意させ，被害者自身をして毒薬を服用させ死亡させた事例

Ｂ. 詐言を用いて被害者を欺き，一時仮死状態に陥っても薬品を用いれば再び蘇生できるものと

誤信させ，被害者自身に首をつらせて死亡させた事例

Ｃ. 強度の暴行を受けて肉体的にも精神的にも疲弊した状態にある被害者を脅迫して，高さ５０

メートルの崖の上まで追い込み，更に暴行を加える態度を示して，逃げ場を失った被害者自身

に崖から飛び降りさせて死亡させた事例

Ｄ. 被害者が通常の意思能力を欠き自殺の何であるかを理解せず，しかも命令には何でも服従す

るのを利用して，被害者自身に首をつらせて死亡させた事例

Ｅ. 死を強制されている

Ｆ. 自ら死を望んでいる

１. ①Ｄ ②Ａ，Ｂ，Ｃ ③Ｃ ④Ｅ

２. ①Ｄ ②Ａ，Ｂ，Ｃ ③Ａ ④Ｆ

３. ①Ｂ，Ｄ ②Ａ，Ｃ ③Ａ ④Ｅ

４. ①Ｂ，Ｄ ②Ａ，Ｃ ③Ｃ ④Ｅ

５. ①Ｂ，Ｄ ②Ａ，Ｃ ③Ａ ④Ｆ
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（配点：３）〔第４問〕

次の【記述】中のアないしウの《 》内に後記の【見解】ⅠないしⅢから適切なものを，また，

同【記述】中の①から⑤までの（ ）内に後記の【語句群】から適切な語句を，それぞれ入れた場

，《 》 （ ） ， 。合 及び 内に入るものの組合せとして正しいものは 後記１から５までのうちどれか

（解答欄は ），［№８］

【記 述】

刑法第６５条第１項及び第２項の解釈について 共犯の従属性を徹底する立場から ア が「 ， ，《 》

あるが，これに対しては （①）という批判がある。また 『違法の連帯性，責任の個別性』とい， ，

，《 》 ， ，（ ） 。 ，う原則を強調する立場から イ があるが これに対しては ② という批判がある さらに

法文の文理に忠実に解釈をする立場から ウ があり これが判例の考え方であるが これに対，《 》 ， ，

しては （③）という批判がある 『賭博の非常習者である甲が，常習者である乙と共同して賭博， 。

を実行した という事例の甲の罪責を検討すると ウ からは ④ という結論になるのに対。』 ，《 》 ，（ ）

し ア からは ⑤ という結論になる イ からは 常習賭博罪という身分犯の性格をどの，《 》 ，（ ） 。《 》 ，

ように考えるかによって結論が変わることになる 」。

【見 解】

Ⅰ. 「同条第１項は真正身分犯についての規定であり，同条第２項は不真正身分犯についての規

定である 」とする見解。

Ⅱ. 同条第１項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり 同条第２項は身分が責「 ，

任に関係する場合についての規定である 」とする見解。

Ⅲ. 「同条第１項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり，同条

第２項は不真正身分犯の科刑についての規定である 」とする見解。

【語句群】

ａ. 違法身分と責任身分を区別することは困難であり，また，違法身分と責任身分が混合してい

る身分犯もある

ｂ. 真正身分犯が身分を連帯的に作用させ，不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実

質的根拠を明らかにしていない

ｃ. 犯罪の成立と科刑が分離されることになる

ｄ. 単純賭博罪の共同正犯が成立し，科刑も単純賭博罪の刑による

ｅ. 常習賭博罪の共同正犯が成立し，科刑も常習賭博罪の刑による

ｆ. 常習賭博罪の共同正犯が成立し，科刑は単純賭博罪の刑による

１. アⅠ－②ｃ⑤ｄ ２. アⅢ－①ｃ④ｅ ３. イⅡ－①ｂ⑤ｆ ４. イⅢ－③ｂ④ｆ

５. ウⅠ－②ａ④ｄ

刑法（参照条文）

第６５条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは，身分のない者であっても，

共犯とする。

２ 身分によって特に刑の軽重があるときは，身分のない者には通常の刑を科する。

（配点：３）〔第５問〕

判例の立場に従って次のアからオまでの 事例 の甲の行為 乙に対する関係に限る について【 】 （ 。）

検討し，横領罪と背任罪の成否に関する後記の【結論】ⅠないしⅢに分類した場合，各事例とその

結論の組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。なお，横領罪は業務上横領罪

を含むものとする （解答欄は ）。 ，［№９］

【事 例】

ア. 甲は，自己の所有する不動産を乙に売却して代金を受領した後，所有権移転登記をしない間

に，乙に無断で，借金をしている丙のため，その不動産に抵当権を設定して登記を完了した。
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イ. 甲は，乙から，乙がＡに金員を貸し付けて質物として交付を受けたＡ所有の高級腕時計の鑑

定を頼まれ，乙のためにその時計を保管していたが，Ａから返還を求められたことに応じ，乙

に無断で，その時計をＡに交付した。

ウ. 乙株式会社では，開発したコンピュータプログラムは乙会社の顧客にだけ使用させるとの内

規があったにもかかわらず，そのプログラムを自己のＣＤ－ＲＯＭで管理していた乙会社営業

課長甲は，内規に違反し，乙会社の顧客ではない知人Ａの依頼に応じ，乙会社に無断で，その

ＣＤ－ＲＯＭを社外に持ち出して，プログラムをＡ方のコンピュータに入力した。

エ. Ａは，自己の所有する不動産を乙に売却して代金を受領した後，所有権移転登記をするまで

の間に，その不動産を更に甲に売却しようとしたところ，甲は，Ａがその不動産を既に乙に売

却済みかもしれないとの未必的な認識を有しながら，この点を確認しないまま，Ａからその不

動産を購入して登記を完了した。

オ. 甲は，乙に対する債務の担保として，乙のため，自己の所有する不動産に抵当権を設定した

が，抵当権設定登記をしない間に，乙に無断で，借金をしている丙のため，その不動産に一番

抵当権を設定して登記を完了した。

【結 論】

Ⅰ. 横領罪が成立する。

Ⅱ. 背任罪が成立し，横領罪は成立しない。

Ⅲ. 横領罪も背任罪も成立しない。

１. アⅠ－イⅠ ２. アⅡ－ウⅢ ３. イⅢ－エⅡ ４. ウⅡ－オⅠ

５. エⅢ－オⅡ

（配点：２）〔第６問〕

【 】 （ ） 【 】 ，（ ）次の 記述 中の①から⑧までの 内に後記の 語句群 から適切な語句を入れた場合

， 。（ ， ）内に入るものの組合せとして正しいものは 後記１から５までのうちどれか 解答欄は ［ ］№10

【記 述】

犯罪の終了時期に関し 各犯罪は即成犯 ① 及び ② に区別される 殺人罪は即成犯で「 ， ，（ ） （ ） 。

，（ ） （ ） ，（ ） （ ） 。 （ ） （ ） ，（ ）あり ③ は ① であり ④ は ② である ある犯罪が ① か ② かの区別は ⑤

の起算時期や（⑥）の成立範囲に影響があるとされる。この区別の基準について，実行行為を基

準にする考え方と法益侵害を基準にする考え方がある。被害者を部屋に閉じ込めた後，行為者が

眠ってしまった監禁の事例について，前者の考え方は，被害者を閉じ込めたまま解放しないこと

を実行行為と評価して継続犯であるとするのに対し 後者の考え方は ⑦ を理由に継続犯であ， ，（ ）

るとする。さらに，前者の考え方は，傷害罪について，一回の暴行によって傷害を発生させたよ

うな一般的な態様の場合は ① とするが ⑧ のような特別な態様の場合は ② であると，（ ） ，（ ） ，（ ）

する 」。

【語句群】

ａ. 継続犯 ｂ. 状態犯 ｃ. 窃盗罪 ｄ. 監禁罪 ｅ. 刑の時効

ｆ. 公訴時効 ｇ. 間接正犯 ｈ. 共犯

ｉ. 不作為による実行行為が継続していること

ｊ. 被害者の移動の自由が刻々と侵害されていること

ｋ. 身体を動かすたびに傷害を負うように被害者の身体をきつく縄で縛り継続的に傷害を与えた

事例

ｌ. 刃物で被害者の手の指を切断し被害者の物をつかむ機能を永続的に侵害した事例

１. ①ｂ③ｃ⑤ｅ ２. ①ａ④ｄ⑥ｇ ３. ②ａ④ｃ⑦ｉ ４. ③ｃ⑦ｊ⑧ｋ

５. ⑤ｆ⑥ｈ⑧ｌ
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（配点：３）〔第７問〕

文書偽造罪に関する次の【記述】中の①から④までの（ ）内に，後記の【語句群】から適切な

語句を入れた場合 内に入るものの組合せとして正しいものは 後記１から５までのうちどれ，（ ） ，

か。なお，一つの（ ）内に二つ以上の語句が入る場合もある （解答欄は ）。 ，［№11］

【記 述】

「 ， 。文書偽造の本質は 文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解される

この点に関し，最高裁判所は 『自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して，[弁護，

士甲]の名義で 弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式 内容の文， ，

書を作成した所為は，文書の名義人と作成者の人格の同一性にそごを生じさせたものというべき

であり 私文書偽造罪に当たる 旨判断した この判断は 文書が弁護士としての業務に関連し， 。』 。 ，

て弁護士が作成した形式，内容のものであることを，人格の同一性にそごが生じているか否かの

重要な判断要素の一つとしたものと考えられる。文書が弁護士としての業務に関連して弁護士が

作成した形式，内容のものである場合には，その文書を見る者は，その形式，内容から弁護士が

作成した文書であることに重きを置いて，弁護士資格を有しない作成者とは別人格の者を名義人

だと理解すると思われるからである このように考えると ① のように ② には文書偽造罪。 ，（ ） （ ）

は成立するが （③）のように（④）には文書偽造罪は成立しないことになる 」， 。

【語句群】

ア. 弁護士資格を有しないＡが，高級ホテルに宿泊するに当たり，見えを張るために，宿泊代金

等を全額前払するとともに 弁護士Ａ の名義で ホテルに提出する宿泊者カードを作成した，「 」 ，

場合

， ， 「 」イ. 弁護士資格を有しないＢが 自己の所有する土地を売却するに当たり 売主欄に 弁護士Ｂ

と記載した売買契約書を作成した場合（Ｂに所有権移転登記や土地の引渡しを免れる意思はな

く，実際にこれらを履行したものとする ）。

ウ. 弁護士資格を有しないＣが，弁護士を装って行った法律相談の報酬を相談者に支払請求する

ため 「弁護士Ｃ」の名義で業務報酬請求書を作成した場合，

エ. 弁護士資格を有しないＤが，弁護士を装って行った和解交渉の経過について依頼者に報告す

るため 「弁護士Ｄ」の名義で報告書を作成した場合，

オ. 肩書が重要な意味を持つ形式，内容の文書を作成した場合

カ. 肩書が特に意味を持たない形式，内容の文書を作成した場合

１. ①イ，エ ②オ ③ア，ウ ④カ

２. ①ウ，エ ②オ ③ア，イ ④カ

３. ①エ ②オ ③ア，イ，ウ ④カ

４. ①エ ②カ ③ア，イ，ウ ④オ

５. ①ア，イ ②カ ③ウ，エ ④オ

（配点：２）〔第８問〕

故意に関する次の【見解】を採って後記１から５までの各記述を検討した場合，正しいものはど

れか （解答欄は ）。 ，［№12］

【見 解】

「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが，行為者が認識した犯罪事実と現実に

発生した犯罪事実が異なっていても，両者が法定の範囲内において重なり合う限度で，軽い犯罪

の故意を認めることができる 」。

１. 甲が誤ってＶに重大な傷害を負わせたところ，Ｖと全く関係のない乙が，甲と何ら意思の連

絡なく，まだ生きているＶを既に死亡したものと思って遺棄した場合，乙について死体遺棄罪

の成立を肯定することができる。
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２. 甲が殺意をもってＶ１をねらいけん銃を発射したところ，Ｖ１に命中した弾丸が更にＶ２に

も当たり，Ｖ１及びＶ２が死亡した場合，Ｖ１に結果が発生した以上，Ｖ２に対する殺人罪の

成立を肯定する余地はない。

３. 甲が殺意をもってＶをねらいけん銃を発射したところ，甲は弾丸を頭部に命中させて即死さ

せるつもりだったが，頭部には命中せずにＶの下腿部に当たって受傷させ，搬送先の病院で死

亡させた場合，殺人罪の成立は否定される。

４. 甲が殺意をもってＶをねらいけん銃を発射したところ，弾丸はＶに命中せずにＶが散歩中に

連れていたＶの犬に当たって死なせた場合，器物損壊罪の成立は否定される。

５. 甲が乙に対しＶ宅に空き巣に入るように唆したところ，乙はＶ宅の戸締まりが厳重であった

ために空き巣に入ることをあきらめて帰宅したが，その途中，乙は，自宅近くでたまたま入っ

たコンビニエンスストアで急に空腹を覚え，自分で食べるためにパンを万引きした場合，甲に

ついて窃盗（既遂）教唆罪の成立を肯定することができる。

（配点：２）〔第９問〕

学生ＡとＢは，窃盗罪の保護法益について 「所有権その他の本権である 」とする見解と「占有， 。

それ自体である とする見解のいずれか異なる見解を採り 次の 事例 Ⅰ及びⅡの甲の行為が窃。」 ， 【 】

， 【 】 ，盗罪の構成要件に該当するか否かを議論したところ 学生Ａは 事例 ⅠとⅡで結論が異なったが

学生Ｂは結論が一致した。各見解に関する後記の【記述】１から５までのうち，正しいものはどれ

か （解答欄は ）。 ，［№13］

【事 例】

Ⅰ. 甲は，その所有するカバンを乙に窃取されたが，その数時間後，偶然，街中で乙を見付け，

同人からそのカバンを奪った。

Ⅱ. 甲は，乙が所有者丙から賃貸借契約により借り受けているカバンを，乙から奪った。

【記 述】

１. 学生Ａの採る見解は，Ⅰの事例の甲の行為について，自救行為として違法性が阻却されるか

ら不可罰であると解することになる。これに対し，学生Ｂの採る見解は，窃盗罪の構成要件該

当性を欠くから不可罰であると解することになる。

２. 学生Ａの採る見解は 事実としての財産的秩序 を保護しようとするものである これに対，「 」 。

し，学生Ｂの採る見解は 「私法上の正当な権利関係」を保護しようとするものである。，

３. 学生Ａの採る見解は，窃盗罪は「他人の財物」を客体とする犯罪であるから，自己の所有物

が窃盗罪の客体となることを定めている刑法第２４２条は例外を定めた規定であると解するこ

とになる。これに対し，学生Ｂの採る見解は，同条は当然のことを定めた注意的な規定である

と解することになる。

４. いずれの見解も，無関係な第三者が窃盗犯人の所持する盗品を奪った場合のその第三者の行

為を窃盗罪の構成要件に該当するとするが，学生Ａの採る見解が，この結論は，窃盗犯人の占

有を侵害したから当然であると解するのに対し，学生Ｂの採る見解は，この結論は，窃盗犯人

が一度侵害した所有者の所有権をその第三者が再度侵害するからであると解することになる。

， ， 。５. 最高裁判所の判例の考え方は 学生Ｂの採る見解と異なり 学生Ａの採る見解と同じである

刑法（参照条文）

第２４２条 自己の財物であっても，他人が占有し，又は公務所の命令により他人が看守するもの

であるときは，この章の罪については，他人の財物とみなす。
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（配点：３）〔第10問〕

刑罰に関する次のアからオまでの各記述中の（ ）内から適切な語句を選んだ場合，その組合せ

として正しいものは，後記１から５までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№14］

ア. 受刑者の自由をはく奪する刑罰が自由刑であるが わが国の自由刑は ａ. 懲役 禁錮及び， ，（ ，

勾留・ｂ. 懲役，禁錮及び拘留）である。

イ. 受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが わが国の財産刑は ｃ. 罰金， ，（

及び過料・ｄ. 罰金及び科料）である。

ウ. 有期懲役は ｅ. １月以上１５年以下であり 加重する場合は２０年にまで・ｆ. １月以上，（ ，

２０年以下であり，加重する場合は３０年にまで）上げることができる。

エ. 初度の執行猶予を言い渡すことができるのは 宣告刑が ｇ. ３年以下の懲役若しくは禁錮， ，（

又は５０万円以下の罰金・ｈ. ５年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金）の場

合である。

オ. 再度の執行猶予の場合 被告人を ｉ. 必ず保護観察に付さなければならない・ｊ. 保護観， ，（

察に付するかどうかは裁判所の裁量である 。）

１. ａｃｅｇｉ ２. ａｄｆｈｊ ３. ｂｃｅｇｊ ４. ｂｄｅｈｊ

５. ｂｄｆｇｉ

（配点：２）〔第11問〕

次の【事例】の甲について，強姦罪（刑法第１７７条）だけではなく強盗罪（刑法第２３６条第

） ， 。（ ，１項 の成立を認める見解と明らかに矛盾する記述は 後記１から５までのうちどれか 解答欄は

）［№15］

【事 例】

， ， ， 。 ，甲と乙は Ｖ女を強姦しようと企て 共謀の上 暴行・脅迫を加えてＶ女を姦淫した その後

， ， ， ，乙は 強姦されて抗拒不能の状態になった同女に対し 更に執拗にわいせつ行為をしたが 甲は

見張りをしていた。その際，甲は，足下にＶ女のバッグがあることに気付き，財物奪取の犯意を

生じ，乙がわいせつ行為を続けていて甲を見ておらず，また，強姦されたことに加え，執拗にわ

いせつ行為をされたことによってＶ女が全く反抗できない状態にあることを確認し，バッグ内か

ら現金を取り出して自分のズボンポケットに入れた。

１. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ，財

物を奪取した事例において，犯意を生じた後，財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫が全く

なく，単に反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取したにすぎない場合に強盗罪の成立を認めること

， （ ） ，は 強盗の場合には強姦の場合の準強姦罪 刑法第１７８条第２項 のような規定がないのに

それと同じような行為を強盗罪として処罰することになり，罪刑法定主義に反し許されないと

解すべきである。

２. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ，財

物を奪取した事例において，犯意を生じた後，財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある

場合は強盗罪の成立を認めることができる。ただし，その暴行・脅迫の程度について，一般的

に，通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りると解すべきではない。

３. 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合に強盗罪の成立を認める点において，２

。 ， ， ，の記述と同じである なお その暴行・脅迫の程度について 強姦が先行するような事例では

通常の強盗の場合に比べ軽い程度のものでも足りる場合があると解すべきである。ただし，新

たな暴行・脅迫があるというためには，財物を奪取した行為者自身がその暴行・脅迫を行う必

要があると解すべきである。

４. 本件において，強姦後の乙のわいせつ行為は，強姦の共謀に基づくもので甲も罪責を負うべ

き共同の暴行行為であると解すべきである。
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５. 本件において，仮に，甲が財物奪取の犯意を生じた時点で，Ｖ女が強姦されて意識を失って

いた場合には，窃盗罪が成立するにとどまり，強盗罪の成立を認めることはできないと解すべ

きである。

刑法（参照条文）

第１７７条 暴行又は脅迫を用いて１３歳以上の女子を姦淫した者は，強姦の罪とし，３年以上の

有期懲役に処する。１３歳未満の女子を姦淫した者も，同様とする。

第１７８条第２項 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ，又は心神を喪失させ，若しくは抗拒

不能にさせて，姦淫した者は，前条の例による。

（配点：３）〔第12問〕

次のアからオまでの各事例の甲の罪責について，判例の立場に従って（ ）内から適切な語句を

， ， 。（ ， ）選んだ場合 その組合せとして正しいものは 後記１から５までのうちどれか 解答欄は［ ］№16

ア. 甲は，乙から金員を恐喝しようと企て，乙に暴行を加えて監禁し，暴行により畏怖している

乙を脅迫して金員を交付させた 甲には 監禁罪と恐喝罪が成立し ａ. 両罪は牽連犯である。 ， ，（

・ｂ. 両罪は併合罪である 。）

イ. 甲は，無免許で普通乗用自動車を運転中，前方不注視の過失により歩行者乙に傷害を負わせ

る事故を起こした。甲には，道路交通法の無免許運転の罪と業務上過失傷害罪が成立し （ｃ.，

両罪は併合罪である・ｄ. 両罪は観念的競合である 。）

ウ. 甲は，乙の住居に放火してその建物を全焼させたが，さらに，隣接する丙の住居にも燃え移

らせてその建物を半焼させた 甲には ｅ. ２個の現住建造物等放火罪が成立し 両罪は併合。 ，（ ，

罪である・ｆ. １個の現住建造物等放火罪が成立する 。）

エ. 甲は，通り掛かった乙と丙のうちの乙と肩が触れたことから口論になり，憤激のあまり，そ

の腹部を足で蹴った。この様子を見た丙が文句を言ったので，甲は丙にも憤激し，その顔面を

こぶしで殴って傷害を負わせた 甲には 乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪が成立し ｇ。 ， ，（

. 両罪は併合罪である・ｈ. 両罪は包括一罪である 。）

オ. 甲は，一緒にいた乙と丙を同時に殺害する目的で，両名に向けて爆弾１個を投げ付けて爆発

させ 両名を死亡させた 甲には 乙に対する殺人罪と丙に対する同罪が成立し ｉ. 両罪は， 。 ， ，（

観念的競合である・ｊ. 両罪は併合罪である 。）

１. ａｃｆｈｉ ２. ａｄｆｇｊ ３. ｂｃｅｇｉ ４. ｂｃｆｇｉ

５. ｂｄｅｈｊ
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（配点：３）〔第13問〕

【 】 ，「 ，次の 事例 ⅠないしⅢについて ある被害者に対する業務上過失致死罪が成立するためには

行為時に，人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性とともに，その被害者の存在につ

いての具体的な認識ないし認識可能性が必要か という点に関する後記の 見解 ＡないしＣを採。」 【 】

って検討した場合，業務上過失致死罪が成立しないとの結論になる組合せを，後記１から５までの

うち二つ選びなさい （解答欄は 順不同）。 ， ，［№17 ［№18］］

【事 例】

Ⅰ. トラックの運転手甲は，助手席に１名，後部荷台に２名が同乗しているトラックを運転中，

指定最高速度を超える高速度で運転したためハンドル操作を誤り，自車を道路脇の信号柱に衝

突させた。そのため，後部荷台に同乗していた２名が同車から振り落とされて死亡したが，助

手席の同乗者に被害はなかった。甲は，助手席に同乗者１名がいることは認識していたが，後

部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず，認識可能性もなかった。

Ⅱ. トラックの運転手乙は，Ⅰの事例における甲と同様の事故を起こした際，助手席に同乗者１

名がいることを認識していたほか，後部荷台に同乗者がいることについても認識可能性があっ

たが，実際に２名が後部荷台に同乗していることは全く認識していなかった。

Ⅲ. トラックの運転手丙は，助手席に１名，後部荷台に２名が同乗しているトラックを運転中，

交差点で一時停止をした後，周囲に人や車がいないのを確認した上，信号に従って同車を発進

。 ， ，させた その際 後部荷台に同乗していた２名がたまたま立ち上がろうとしてバランスを崩し

同車から落下して死亡した。丙は，助手席に同乗者１名がいることは認識していたが，後部荷

， 。 ， ， ，台に同乗者がいることは全く認識しておらず 認識可能性もなかった なお 丙は 発進の際

助手席の同乗者に衝撃を与えないように十分気を付けていたものであり，実際に助手席の同乗

者は衝撃を受けず，被害もなかった。

【見 解】

Ａ. 人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性は必要だが，被害者については，自車

に同乗者がいるという認識ないし認識可能性は不要である。

Ｂ. 事故発生についての予見可能性に関しては見解Ａと同じである。被害者については，自車の

どこかに少なくとも１名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足り，そのほか

にも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。

Ｃ. 事故発生についての予見可能性に関しては見解Ａと同じである。被害者については，自車の

後部荷台に少なくとも１名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性が必要だが，そのほか

にも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。

１. Ⅰ－Ａ ２. Ⅰ－Ｃ ３. Ⅱ－Ｂ ４. Ⅱ－Ｃ ５. Ⅲ－Ａ

（配点：２）〔第14問〕

［汚職の罪］に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の立場に従って検討した場合，正

しいものはどれか （解答欄は ）。 ，［№19］

１. 市役所の建築課長甲は，人事異動により同じ市役所の保健課長に転任したが，保健課長に就

任した後，建設業者乙から，建築課長当時にその職務に関し有利な取り計らいを受けたことの

謝礼として現金３０万円を収受した。甲に収賄罪（刑法第１９７条第１項前段）が成立する。

２. 県知事甲は，近く施行される次期県知事選挙に立候補する決意を固めていたが，任期満了前

に，土木業者乙から，再選後に知事が執行する県の公共工事の受発注に当たり有利な取り計ら

いをしてほしい旨の依頼を受け，その謝礼として現金１００万円を収受した。甲に受託収賄罪

（刑法第１９７条第１項後段）は成立しない。

３. 市長甲は，乙から，その長女を市役所の職員に採用してほしい旨の依頼を受け，これを引き

受けたが，その謝礼として甲の友人丙に現金３００万円を供与するように乙に要求した。乙は
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その要求どおり丙に３００万円を供与したが，丙は賄賂であることを全く知らなかった。甲に

第三者供賄罪（刑法第１９７条の２）は成立しない。

４. 暴力団事件の捜査に従事していた警察官甲は，乙から，同人が所属する暴力団の捜査情報を

漏えいしてほしい旨の依頼を受け，その謝礼として現金１００万円を収受したが，結局，甲は

。 （ ） 。乙に捜査情報を漏えいしなかった 甲に加重収賄罪 刑法第１９７条の３第１項 が成立する

５. 市役所の職員甲は，Ａ税務署職員乙の幼なじみであったが，Ａ税務署管内に居住する丙に依

頼され，公務員の地位を離れ単に旧友として，乙に対し，丙の所得税の過少申告を是認する取

り計らいをするようにあっせんし，その謝礼として丙から現金１００万円を収受した。甲にあ

っせん収賄罪（刑法第１９７条の４）が成立する。

（配点：２）〔第15問〕

次の【事例】の甲の罪責に関する後記の【記述】中の（ ）内から適切な語句を選んだ場合，そ

の組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№20］

【事 例】

甲は，被害者乙に罵倒されたことに憤激し，乙に対し，暴行の故意で，その顔面をこぶしで殴

打し，胸腹部を足で蹴る暴行を長時間にわたって継続的に加え，乙に顔面及び胸腹部打撲の傷害

を負わせた上，最終的にその腹部を足で蹴った結果，内臓破裂の傷害を負わせて同人を死亡させ

。 ， ， ，た 甲は 暴行を開始した当初は責任能力に何ら問題はなかったが 暴行の開始後に飲酒し始め

その後も暴行を継続しながら飲酒し続けたため次第に酩酊し，顔面及び胸腹部打撲の傷害を負わ

せた時点では責任能力を有していたものの，犯行の途中で病的酩酊になり，乙の腹部を足で蹴っ

て致命傷である内臓破裂の傷害を負わせた時点では，心神喪失の状態になっていた。

【記 述】

「傷害致死の実行行為を，致命傷である内臓破裂の傷害を発生させた直接の原因である『乙の

腹部を足で蹴った行為』であると解した場合には，行為と責任の同時存在の原則に（ａ. 例外を

認めたとしても・ｂ. 例外を認めない限り 傷害致死罪の成立は認められない これに対し 傷）， 。 ，

害致死の実行行為を，甲が心神喪失の状態となった原因である『飲酒行為』であると解した場合

には 行為と責任の同時存在の原則の ｃ. 枠内で・ｄ. 例外として 傷害致死罪の成立を認め， （ ），

ることが可能である 後者の見解は ｅ. 間接正犯・ｆ. 原因において自由な行為 として可罰。 ，（ ）

性を認めるものであるが この見解を採ると ｇ. 間接正犯・ｈ. 原因において自由な行為 に， ，（ ）

おいて構成要件的結果を惹起することについての認識・予見のほかに，他人を道具として利用す

ることについての認識・予見が必要とされているのと同様，自己を道具として利用することにつ

いての認識・予見が必要と解される。この事例において，甲は，飲酒し始めた時点で既に乙に対

する憤激から暴行を開始しており，その後も憤激が冷めることなく暴行を継続しながら飲酒し続

けているのであるから，自らが心神喪失の状態と（ｉ. なることなく・ｊ. なった後も）乙に対

する暴行を継続することについての認識・予見があったと解される場合もあり，その場合には傷

害致死罪が成立すると思われる 」。

１. ａｃｅｈｉ ２. ａｄｆｇｊ ３. ｂｃｆｇｊ ４. ｂｄｅｈｉ

５. ｂｄｆｇｊ
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（配点：２）〔第16問〕

学生ＡとＢは 侮辱罪と名誉毀損罪について 次のとおり会話している 発言 中の 内か， ， 。【 】 （ ）

ら適切な語句を選んだ場合 その組合せとして正しいものは 後記１から５までのうちどれか 解， ， 。（

答欄は ），［№21］

【発 言】

学生Ａ. 私は，侮辱罪の保護法益は，①（ａ. 外部的名誉・ｂ. 名誉感情）であると解し，名誉

毀損罪の保護法益と②（ｃ. 同じである・ｄ. 異なる）と考える。

学生Ｂ. 反対である。私は，侮辱罪の保護法益は，③（ｅ. 外部的名誉・ｆ. 名誉感情）である

と解する。私のように考えて初めて名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑に著しい差があることの

説明が可能になると思う。

学生Ａ. いや，その点は，私の見解でも，④（ｇ. 公然性・ｈ. 事実の摘示）の有無の違いとい

う説明が可能である。Ｂさんの見解では，侮辱罪の成立に，⑤（ｉ. 公然性・ｊ. 事実の

摘示）が要件とされていることを説明できないと思う。

学生Ｂ. いや 侮辱罪は ③ を侵害した場合で ⑤ がある場合にのみ処罰する趣旨であると， ，（ ） （ ）

いう説明が可能である。

学生Ａ. しかし，Ｂさんの見解を徹底すると，保護法益である（③）を明らかに侵害するような

⑥（ｋ. 面前での侮辱行為・ｌ. 公の場所での侮辱行為）でも，侮辱罪の成立が否定され

ることになり，妥当ではないと思う。保護法益に関するＢさんの考え方には疑問がある。

， 。学生Ｂ. 保護法益に関する考え方の違いは 法人に対する侮辱罪の成否に影響することになるね

学生Ａ. そのとおりだ。Ｂさんと異なり，私は，法人に対して侮辱罪が⑦（ｍ. 成立する・ｎ.

成立しない）と考える。この考え方は，最高裁判所の判例の見解と⑧（ｏ. 同じである・

ｐ. 異なる 。）

１. ①ｂ④ｇ⑦ｎ ２. ①ａ⑤ｉ⑧ｏ ３. ②ｃ⑥ｌ⑧ｐ ４. ③ｅ④ｈ⑥ｋ

５. ③ｆ⑤ｊ⑦ｍ

（配点：２）〔第17問〕

詐欺罪に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の立場に従って検討した場合，正しいも

のはどれか （解答欄は ）。 ，［№22］

１. 覚せい剤を購入すると偽って買付資金名下に金員の交付を受けた場合，相手方には交付した

資金の返還請求権がないので，詐欺罪は成立しない。

２. 署名欄を空白にした借用証書を作成して他の文書とともに署名を求め，相手方に借用証書と

気付かせずにその署名欄に署名させた場合，相手方に債務を負担させたことになるので，詐欺

罪が成立する。

３. 係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合，旅券は財産的価値を欠き財物に当たら

ないので，詐欺罪は成立しない。

４. 他人から預金通帳と届出印鑑を一時的に預かったにすぎない者が，それを利用して勝手に銀

行窓口で銀行員から預金払戻名下に金員の交付を受けた場合，預金の払戻権限がないのにそれ

があるように偽っているので，銀行員を相手方とする詐欺罪が成立する。

５. 減量に効果があると偽って健康食品を購入させ代金名下に金員の交付を受けた場合，減量効

果が全くなくても，販売価格が適正妥当であれば相手方に経済的損失がないので，詐欺罪は成

立しない。
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（配点：３）〔第18問〕

因果関係に関する次の【見解】ＡないしＣを採って後記の【事例】Ⅰ及びⅡを検討し，後記のア

からエまでの各記述につき それぞれ正しい場合には１を 誤っている場合には２を選びなさい 解， ， 。（

答欄は，アからエの順に から ）［№23］ ［№26］

【見 解】

因果関係を肯定するためには，

Ａ. その行為がなかったならばその結果が発生しなかったであろうという条件関係が必要であ

り，それで足りる。

Ｂ. Ａにいう条件関係の存在を前提に，行為当時一般人に認識・予見可能だった事情及び行為者

が特に認識・予見していた事情を基礎として，その行為からその結果が生ずることが相当であ

ると認められることが必要である。

Ｃ. Ａにいう条件関係の存在を前提に，行為当時存在したすべての事情及び一般人に予見可能だ

った行為後の事情を基礎として，その行為からその結果が生ずることが相当であると認められ

ることが必要である。

【事 例】

Ⅰ. 甲がＶを後ろから突き飛ばしたところ，Ｖは転倒して頭部打撲の傷害を負った。Ｖは心臓に

異常があり，心筋こうそくが起こりやすい状態だったため，転倒により心筋こうそくが起こっ

て死亡した。

Ⅱ. 甲がＶの頭部を鉄パイプで殴打したところ，Ｖは脳挫傷の傷害を負い意識不明の重体になっ

たが，甲はＶを路上に放置したまま立ち去った。その直後，その場所を通り掛かった乙運転の

自動車がＶをひいたため，Ｖは内蔵破裂により即死した。なお，Ｖは，乙運転の自動車にひか

れなくても，翌日には脳挫傷により死亡していたと認められた。

【記 述】

ア. Ⅰの事例で，行為当時，一般人はＶに心臓の異常があるという事情を認識・予見することが

できなかったが，甲はその事情を認識・予見していた場合，Ａ及びＢの見解からは，甲の行為

№とＶの死亡との間の因果関係が肯定されるが，Ｃの見解からは 因果関係が否定される， 。［

23］

イ. Ⅰの事例で，行為当時，一般人はＶに心臓の異常があるという事情を認識・予見することが

できなかったし，甲も認識・予見していなかったが，甲はその事情を認識・予見することがで

きた場合，ＡないしＣのいずれの見解からも，甲の行為とＶの死亡との間の因果関係が肯定さ

［№24］れる。

ウ. Ⅱの事例で，行為当時，一般人はＶが放置された路上が自動車の通行のある場所であるとい

う事情を認識・予見することができたが，甲はその事情を認識・予見することができなかった

， ， 。場合 ＡないしＣのいずれの見解からも 甲の行為とＶの死亡との間の因果関係が肯定される

［№25］

エ. Ⅱの事例で，乙の行為に過失があった場合，Ａの見解からは，乙の行為とＶの死亡との間の

［№26］因果関係が肯定されるが，Ｂ及びＣの見解からは，因果関係が否定される。
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（配点：３）〔第19問〕

， ，判例の立場に従って次のアからエまでの各事例の甲の罪責について検討し 正しい場合には１を

誤っている場合には２を選びなさい （解答欄は，アからエの順に から ）。 ［№27］ ［№30］

ア. 甲は，木造アパートの空室の壁際に置いてあったダンボール箱に火をつけ，火を板壁に燃え

， ， 。 ，移らせて放火したが 板壁の一部を焼損した時点で アパートの住民に消し止められた 甲は

そのアパートに人が居住している部屋があることを認識していたが，人が居住する部屋に延焼

するかもしれないとは認識しておらず，空室のみを焼損するつもりだった。甲に現住建造物等

［№27］放火既遂罪が成立する。

イ. 甲は，家屋の居住者全員を殺害した後，証拠を隠滅するためにその家屋を焼失させようと考

え，室内の布団に放火したが，布団を焼損した時点で，隣家の住民に消し止められた。甲に非

［№28］現住建造物等放火未遂罪が成立する。

ウ. 甲は，妻と二人で自宅に居住していたが，甲の意図を知らない妻の旅行中，火災保険金を詐

。 ， ，取する目的で自宅に放火して全焼させた 甲は 隣家に延焼することは予期していなかったが

［№29］隣家も延焼した。甲に延焼罪が成立する。

エ. 甲は，宿泊していたホテルの部屋に放火しようと考え，窓のカーテンに火をつけたが，カー

， 。テンを焼損した時点で 従業員に消し止められた。甲に現住建造物等放火既遂罪が成立する

［№30］

（配点：２）〔第20問〕

刑法第１条に関する次の【見解】を採って後記１から５までの各記述を検討した場合，誤ってい

るものはどれか。なお，日本国民が被害者である場合を除き，殺人罪に関する国外犯処罰規定はな

いことを前提とする （解答欄は ）。 ，［№31］

刑法（参照条文）

第１条 この法律は，日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

２ 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても，前項と同様とす

る。

【見 解】

「刑法第１条第１項は，日本国内に犯罪地がある場合に刑法を適用する属地主義の原則を規定

しているが，同項の『罪を犯した』とは，犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをい

う。なお，狭義の共犯の場合，正犯行為が行われた場所が共犯の犯罪地になるほか，共犯行為が

， 。」行われた場所も共犯の犯罪地になるが 共犯行為が行われた場所は正犯の犯罪地にはならない

１. 外国人 日本の国籍を有しない者をいう 以下同じ 甲は 日本人乙が日本国内で日本人丙（ 。 。） ，

を殺害するために使うことを知りながら，某外国のホテル内で，乙にナイフを貸したが，その

後，乙は，日本国内で，そのナイフを使って丙を殺害した。甲に刑法（殺人幇助罪）が適用さ

れる。

２. 外国人甲は，日本国内で，外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませたが，その後，乙

， ， ， 。が乗船した某外国船舶が公海を航行中 その船舶内で 乙は この毒薬の効果により死亡した

甲に刑法（殺人罪）が適用される。

３. 外国人甲は，外国人乙が某外国で外国人丙を殺害するために使うことを知りながら，日本国

内で，乙にピストルを貸したが，その後，乙は，某外国のホテル内で，そのピストルを使って

丙を殺害した。甲に刑法（殺人幇助罪）は適用されない。

４. ３の事例で，乙に刑法（殺人罪）は適用されない。

５. 外国人甲は，公海の上空を飛行中の日本航空機内で，外国人乙を殺害するために同人に毒薬

を飲ませた。その後，その航空機が悪天候のため飛行途中で某外国の飛行場に着陸した際，体

調が悪化した乙は同国の病院に搬送され，その病院内で，この毒薬の効果により死亡した。甲
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に刑法（殺人罪）が適用される。

（配点：２）〔第21問〕

次の【文章】は，刑事訴訟法の基本構造と審理・判決の対象との関係について述べた一つの見解

である。①から⑧までの（ ）内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合，組合せとして正

， 。 ， 。（ ，しいものは 後記１から５までのうちどれか なお 同じ語句を２回以上用いてもよい 解答欄は

）［№32］

【文 章】

いわゆる旧刑事訴訟法（大正１１年法律第７５号。後記昭和２３年法律第１３１号により全面

改正 以下 旧法 という においても 公訴の提起は検察官の職務であり 検察官が起訴の対。 「 」 。） ， ，

象としての犯罪事実を示していた しかし 旧法は ① 主義の基本構造を採用しており 裁判。 ， ，（ ） ，

所には，検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られることなく，これと（②）の同一性のある

事実について，起訴状の記載の変更を経ることなく審理・判決する権限と責務があると考えられ

ていた。つまり，起訴状において検察官が示した犯罪事実がそのままの形で審理・判決の対象に

なるとは限らず，実際に，窃盗の起訴に対して強盗を認定したり，住居侵入の起訴に対して住居

侵入・窃盗を認定して，有罪判決をするようなことが行われていた。

， （ 。 「 」 。） ，（ ）これに対し 現行刑事訴訟法 昭和２３年法律第１３１号 以下 現行法 という は ③

主義の基本構造を採用し，訴因の制度を導入した。裁判所には，当事者たる検察官が起訴状に記

載した訴因についてのみ，審理・判決する権限と責務があり，起訴状に記載された訴因と（④）

の同一性のある事実であっても，検察官が訴因を変更しない限り，裁判所はこれについて審理・

判決することはできないと考えられるようになった。実務では，住居侵入・窃盗につき住居侵入

の部分を「呑んで」窃盗だけを起訴したり，強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として

起訴するようなことが行われている これは ⑤ 主義を徹底した現行法の下では 裁判所の認。 ，（ ） ，

定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じることがあり得ることは，現

行法が当然の前提としていると考えられるからである。

裁判所の訴因変更命令に関しては，裁判所にその（⑥）を認めるべき場合があるかどうかが論

じられている。裁判所の訴因変更命令は，立証の対象に関する職権行使という点で，立証の過程

における職権行使である職権証拠調べと似ているが，職権証拠調べの権限が，真実の解明ととも

に被告人保護のために用いられるのに対し，訴因変更命令は，特に被告人に利益を与える制度で

はないこと，職権証拠調べは当事者の立証活動を排除しないのに対して，訴因変更命令は検察官

の設定した審判の対象を修正しようとするものであることからみて，訴因変更命令と現行法の基

本構造である（⑦）主義との間には鋭い緊張関係がある。したがって，裁判所に訴因変更命令の

（⑧）まで認めるのは適当でない。

【語句群】

ａ. 起訴状一本 ｂ. 被疑事実 ｃ. 直接 ｄ. 当事者 ｅ. 公訴事実

ｆ. 裁量 ｇ. 口頭 ｈ. 義務 ｉ. 職権

１. ①ｉ③ｄ ２. ①ｃ⑧ｈ ３. ③ａ④ｅ ４. ⑤ｇ⑥ｆ ５. ④ｂ⑧ｈ
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（配点：２）〔第22問〕

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものの組合せは，後記１から５まで

のうちどれか （解答欄は ）。 ，［№33］

ア. 未成年者を被害者とする強制わいせつについては，その法定代理人である親も告訴をするこ

とができる。

イ. 告訴は，必ず告訴状を提出して行わなければならないので，検察官が，強姦の被害者から，

その被害事実に加えて犯人を厳重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでは，

告訴としての効力は認められない。

ウ. 告訴は，公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。

エ. 親告罪の告訴は，一部の例外を除き，犯人を知った日から６か月を経過したときは，これを

することができない。この例外は極めて限定されており，強姦罪等の性犯罪は含まれない。

オ. 親告罪の告訴を取り消した者は，更に告訴をすることができない。

１. ア エ ２. イ オ ３. ウ ア ４. エ イ ５. オ ウ

（配点：２）〔第23問〕

逮捕に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものはどれか （解答欄は ）。 ，［№34］

１. 通常逮捕の逮捕状の請求を受けた裁判官は 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な，

理由があると認めるときは，常に逮捕状を発しなければならない。

２. 司法巡査は，通常逮捕の逮捕状を請求することはできないが，逮捕状により被疑者を逮捕す

ることはできる。

３. 逮捕状により被疑者を逮捕するには，逮捕の着手に先立って必ず逮捕状を被疑者に示さなけ

ればならない。

４. 緊急逮捕するに当たって，被疑者に対し告げなければならないのは，被疑事実の要旨だけで

ある。

５. 現行犯人を逮捕した私人は，逮捕の現場で令状によらずに差押えをすることができる。

（配点：２）〔第24問〕

勾留に関する次のアからエまでの各記述につき，正しい場合には１を，誤っている場合には２を

選びなさい （解答欄は，アからエの順に から ）。 ［№35］ ［№38］

ア. 勾留状を発するかどうかを判断するのは，被疑者の勾留の場合は裁判官であるが，被告人の

［№35］勾留の場合は第１回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。

イ. 被疑者の勾留の期間は，延長されない限り，検察官が勾留の請求をした日から１０日である

№が 被告人の勾留の期間は 延長されない限り 公訴の提起があった日から１か月である， ， ， 。［

36］

ウ. 勾留理由の開示は，勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められてい

［№37］る。

［№38］エ. 保釈の制度は，被疑者の勾留には存しないが，被告人の勾留には存する。
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（配点：３）〔第25問〕

次の【事例】中のアからオまでの下線部分に関して述べた後記【記述】のうち，誤っているもの

の組合せは，後記１から５までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№39］

【事 例】

甲は，平成○年○月５日午後２時３０分，貨物自動車を運転して走行中，進路前方に停止して

いた乗用自動車の後部に追突し，これに乗車していたＶに怪我を負わせる人身事故を起こした。

Ｘ巡査部長らは，指令を受けて現場に到着したところ，甲の顔が赤く，酒の臭いが強く，身体が

ふらつき，言葉も乱暴であるなど外見上酒に酔っていることがうかがわれたため，その場で，甲

に対し，運転免許証を提示するよう求めるとともに，身体に保有するアルコール濃度を検知する

ための呼気検査に応じるよう求めたが，甲はいずれも拒否した。そこで，Ｘ巡査部長は，同日午

後３時，甲に対し，Ｋ警察署への任意同行を求め，甲の背中を手の平で押してパトカーの後部座

席に乗り込ませ，自分も甲の隣に乗車した上，Ｙ巡査にパトカーの運転を指示し，甲をＫ警察署

に任意同行した。(ア)

Ｘ巡査部長は，同日午後４時から，Ｋ警察署取調室において甲の取調べを開始し，運転免許証

を提示し 呼気検査に応じるよう説得したが 甲はいずれも拒否し続けた上 同日午後５時 ト， ， ， ，「

イレに行かせてもらう と言うなり いすから立ち上がろうとした Ｘ巡査部長は 甲が逃走を。」 ， 。 ，

図ろうとしたものと思い，甲の左斜め前に立つと 「呼気検査を受けてからでいいではないか 」， 。

と告げ，甲の両肩を両手でつかんでいすに座らせた。(イ)

甲が任意に呼気検査に応じる意思はないものと判断されたことから，Ｘ巡査部長の上司である

Ｚ警部は，同日午後５時３０分，裁判官に対し，甲の血液を採取し身体に保有するアルコール濃

度を検知するための鑑定処分許可状及び身体検査令状を請求し，その後，裁判官が発したこれら

の令状に基づき甲の血液を採取し鑑定した結果，アルコールが検出された。(ウ)

甲は アルコールが検出されたことから観念し 運転免許証を提示した上 飲酒の上運転を開， ， ，「

， ， 。」 ，始したところ 酒に酔ったことが原因で居眠りに陥り このため追突事故を起こした 旨供述し

Ｘ巡査部長が作成した供述調書に署名指印した。(エ)Ｚ警部は，裁判官に対し，飲酒酩酊による

居眠りを過失とする業務上過失傷害の罪で甲の逮捕状を請求し，Ｘ巡査部長は，同日午後８時，

上記請求に対して裁判官が発した逮捕状により甲を通常逮捕した。

Ｚ警部は，同月７日午後２時３０分，甲を関係書類とともに検察官に送致する手続をし，検察

官は，同日午後３時３０分，甲の身柄を受理し，直ちに甲に弁解の機会を与えた上，同月８日午

前１１時，裁判官に対し，甲の勾留を請求し，裁判官は，同日午後４時，勾留状を発した。(オ)

【記 述】

ア. 甲に対する任意同行が適法であるためには，甲の任意の承諾の下，その意思を制圧すること

なく行われたことを要する。

イ. 任意捜査であるからといって有形力の行使が全く許されないわけではなく，Ｘ巡査部長の甲

に対する行為が許容される場合もある。

ウ. 被疑者に対する鑑定及び身体検査は，直接強制を許容する規定を欠くため，甲の身体に直接

強制を加えて血液を採取することは許されない。

エ. 甲に対する任意同行の時点で実質的な逮捕があったと認定された場合，そのことのみで甲の

供述調書の証拠能力は当然に否定される。

オ. 甲に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても，甲の逮捕後の手続に

ついて刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。

１. ア ウ ２. イ エ ３. ウ エ ４. ウ オ ５. エ オ
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（配点：２）〔第26問〕

［№鑑定に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを二つ選びなさい （解答欄は。 ，

順不同）40 ［№41］］，

１. 裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も，捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も，故意

に虚偽の鑑定をしたときは，虚偽鑑定罪(刑法第１７１条)で処罰されることがある。

２. 鑑定人も鑑定受託者も，自らの意思により辞任することができる。

， ， ，３. 鑑定人による鑑定を実施する際 必要があるときは 被告人を鑑定留置することができるが

鑑定受託者による鑑定を実施する際にも，同様に，被疑者を鑑定留置することができる。

４. 鑑定人は，特別の許可状なく，墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが，鑑

定受託者が同様の処分を行う際には，鑑定処分許可状が必要である。

５. 鑑定人は，裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には，裁判官に対

し，被検査者の身体検査を請求することができるが，鑑定受託者は，そのような請求をなし得

ない。

（配点：３）〔第27問〕

【 】 ， ， （ ，次の 会話 は 学生ＡとＢによる おとり捜査 捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が

その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け，相手方がこれに応じて犯罪の実

。） 。 【 】行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査方法をいう に関する議論である この 会話

中の①から⑥までの（ ）内に後記アからクまでの【記述】の中からそれぞれ最も適切なものを選

んで当てはめた場合，いずれの（ ）内にも入らない【記述】の組合せは，後記１から５までのう

ちどれか。なお，同じ【記述】は１回しか用いてはならない （解答欄は ）。 ，［№42］

【会 話】

学生Ａ. 私は，おとり捜査は （①）から 「強制の処分」に当たり，法律に特別の定めがない以， ，

上，許されないと思うわ。

「 」 ， ，（ ）学生Ｂ. 強制の処分 に関する最高裁判所の判例の考え方を前提とすれば おとり捜査は ②

から 「強制の処分」には当たらないと考えるべきだよ。，

学生Ａ. 百歩譲って任意捜査だとしても，おとり捜査は，本来犯罪を防止すべき捜査機関が詐術

的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙するものだから ③ という観点から，（ ）

は，おとり捜査を行う必要性や相当性が認められることが，おとり捜査が許されるための

要件と考えるべきでしょうね。

学生Ｂ. 必要性や相当性の要件については おとり捜査が ④ という観点から考えるべきだと， ，（ ）

思う。このように考えることによって，第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのお

とり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になるのではないかな。

学生Ａ. ところで ⑤ から おとり捜査は 例えば 被疑者が既に大麻を所持しているという，（ ） ， ， ，

嫌疑があって，当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されるべきよ。

学生Ｂ. （⑥）から，おとり捜査が許されるのは，既に犯罪が行われている場合に限られないと

考えるべきだよ。

【記 述】

ア. 将来発生する高度の蓋然性がある犯罪について，その検挙や証拠収集を目的として捜査を行

うことも許される

イ. いわゆる機会提供型であれば許されるが，いわゆる犯意誘発型は許されない

ウ. 捜査の公正さや廉潔性に問題があり得る

エ. その相手方の意思を制圧し，身体，住居，財産等に制約を加えるものではない

オ. 捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するもの

である
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カ. 刑事訴訟法の捜査は，既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるもので

ある

キ. 捜査の対象となっている犯罪の嫌疑の程度，その重大性，おとり捜査の相手方の犯罪への関

与の程度，捜査の困難性等を総合考慮して判断される

ク. 国家の干渉を受けることなく独自に意思決定をする自由を実質的に侵害する行為である

１. ア ク ２. イ エ ３. ウ オ ４. カ ウ ５. キ イ

（配点：３）〔第28問〕

後記１から５までの 記述 のうち 次の 判例 最高裁判所平成１３年４月１１日第三小法廷【 】 ， 【 】（

決定・刑集５５巻３号１２７頁）と明らかに矛盾するものはどれか （解答欄は ）。 ，［№43］

【判 例】

訴因と認定事実とを対比すると 中略 犯行の態様と結果に実質的な差異がない上 共謀をし，（ ） ，

た共犯者の範囲にも変わりはなく，そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみ

である。そもそも，殺人罪の共同正犯の訴因としては，その実行行為者がだれであるかが明示さ

れていないからといって，それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠ける

ものとはいえないと考えられるから，訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる

認定をするとしても，審判対象の画定という見地からは，訴因変更が必要となるとはいえないも

のと解される。とはいえ，実行行為者がだれであるかは，一般的に，被告人の防御にとって重要

な事項であるから，当該訴因の成否について争いがある場合等においては，争点の明確化などの

ため，検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ，検察官が訴因にお

いてその実行行為者の明示をした以上，判決においてそれと実質的に異なる認定をするには，原

則として，訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら，実行行為者の明

示は，前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから，少なくとも被告人の防御の具

， ， ，体的な状況等の審理の経過に照らし 被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ かつ

判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはい

えない場合には，例外的に，訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定するこ

とも違法ではないものと解すべきである。

【記 述】

， ， ， ，１. 訴因は 裁判所に対し 審判の対象を限定するという機能を有するとともに 被告人に対し

防御の範囲を示すという機能を有する。

２. 刑事訴訟法は，訴因変更の要否の基準を直接に定めていないので，訴因制度の趣旨を踏まえ

つつ，訴因の果たすべき機能から，その基準を導き出すべきである。

３. 裁判所が，訴因の特定に不可欠な事項について，訴因の記載と実質的に異なる事実を認定し

ようとする場合には，常に訴因変更手続が必要である。

４. 共謀共同正犯の訴因において，共謀の日時，場所等が明示されていなくても，訴因の特定に

欠けるところはないという立場に立ち，上記判例の論理に従えば，検察官が共謀の日時，場所

を訴因に明示した場合，判決において，それと実質的に異なる認定をするには，必ずしも訴因

変更手続を要しない。

， ，５. 殺人の共同正犯の訴因における実行行為者の記載は 訴因の特定に不可欠な事項ではないが

いったん訴因に明示されると，常に訴因としての拘束力を有する。
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（配点：２）〔第29問〕

次の１から４までの各記述のうち，明らかに誤っているものはどれか （解答欄は ）。 ，［№44］

１. 国選弁護人から辞任の申出があっても，裁判所又は裁判長が解任しない限り，弁護人の地位

を失うものではない。

２. 被疑者甲の妻は，甲の私選弁護人としてＡ弁護士を選任することができるが，その後甲がＢ

弁護士を私選弁護人に選任したとき，Ａ弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。

３. 第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は，改めて被告人から弁護人に選任されなく

ても控訴することができる。

４. 弁護人は，被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。

（配点：２）〔第30問〕

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものの組合せは，後記１

から６までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№45］

， ， ，ア. 公判前整理手続は 充実した公判の審理を継続的 計画的かつ迅速に行うことを目的とした

事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。

イ. 公判前整理手続に関する規定は，死刑又は無期若しくは短期１年以上の懲役若しくは禁錮に

当たる罪に係る事件にのみ適用される。

， ， ，ウ. 公判前整理手続においては 第１回公判期日前であるにもかかわらず 検察官及び弁護人は

証拠調べの請求を行うことができ，裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下す

る決定をすることができる。

エ. 予断防止の観点から，公判前整理手続は，事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主

宰することとされている。

オ. 公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合に

は，これを裁判所が決定で裁定し，不服のある当事者は，この決定に対して即時抗告をするこ

とができる。

１. ア ウ ２. イ ウ ３. イ エ ４. ウ エ ５. ウ オ ６. エ オ

（配点：２）〔第31問〕

被告人甲及び乙に対して別個に公訴提起がなされた後の弁論の併合・分離に関する次のアからエ

までの各記述のうち 正しい場合には１を 誤っている場合には２を選びなさい 解答欄は アか， ， 。（ ，

らエの順に から ）［№46］ ［№49］

ア. 弁論併合前に，甲に対する関係で取調べ済みの証拠は，弁論併合により，その効果として，

［№46］乙に対する関係でも証拠となる。

イ. 弁論併合後に，検察官が証拠調べ請求し，裁判所に採用されて取り調べられた証拠であって

［№47］も，甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。

ウ. 弁論併合後に，検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し，甲の弁護人

が同意，乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は，弁論を分離しない限り，裁判所は，甲に

№対する関係でも この検察官面前調書を証拠として採用し 取調べをすることはできない， ， 。［

48］

エ. 弁論併合後に，弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは，

証人となった甲に黙秘権が認められないにもかかわらず，尋問の結果作成された甲の証人尋問

調書は刑事訴訟法第３２２条の要件を満たす限り，甲の被告事件においても証拠能力を取得す

［№49］ることとなり，結局甲の黙秘権保障に反する結果となるから，許されない。
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（配点：３）〔第32問〕

次の【見解】は，刑事訴訟における当事者の主張・立証活動について述べたものである。後記ア

からオまでの【記述】のうち，この【見解】の主題を最も適切に述べたものの組合せとして正しい

ものは，後記１から５までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№50］

【見 解】

検察官は，被告人の有罪を求めて公訴を提起することから，その起訴状記載の公訴事実につき

証拠を提出して立証する必要がある。他方，被告人及び弁護人において何らの主張・立証を行わ

ず，検察官の立証の効果を弾劾しないならば，結果的に当該公訴事実につき有罪となるおそれが

ある。

例えば，被害者宅において被害者を殺害して，犯行現場にあった金庫から現金を強取したとい

う強盗殺人事件の公判において，被告人と犯人との同一性に関する証拠が，犯行現場にあった金

庫から採取された指紋と被害者宅付近で犯行時刻直後に被告人を目撃した証人の供述であると仮

定した場合，検察官が 「金庫から採取された指紋が被告人の指紋と一致する 」ことを立証し，， 。

被告人が，この点と証人の供述について争わないならば，被告人が犯行時刻ころ犯行現場にいて

金庫に触れたことが推認され，これによって裁判官は，被告人の有罪を心証形成するかもしれな

い しかし 被告人が 犯行当日は 犯行時刻直後ころに被害者宅付近を通り掛かったが 被害。 ， ，「 ， ，

者宅には入っていない。被害者宅に入ったのは，事件の１週間前の１回だけで，そのとき，金庫

に触れたことがある 旨主張し 検察官と同程度ではないにしても その主張する事実の立証を。」 ， ，

遂げたならば，前記のような推認が覆され，これによって裁判官の心証は白紙に戻るかもしれな

い。その場合，検察官としては，さらに「金庫から採取された指紋は，犯行時刻に被告人が残し

たものである 」ことを立証する必要がある。。

【記 述】

ア. 刑事訴訟における事実認定は，証拠能力を有し，かつ，適式な証拠調べを経た証拠によって

なされなければならない。

イ. 証拠調べの過程で，ある事実の存在が一応証明され，又は，その存在に疑いのある状態が生

じれば，これによって不利益を受ける当事者に，その存否について立証の必要が生じることと

なる。

ウ. 証拠の取捨選択及び事実の認定は，事実審理に当たる裁判所の専権に属するが，それは経験

則に反してはならない。

エ. 訴訟における立証活動の事実上の負担は，裁判官の心証形成の推移に応じて当事者間を移動

するものであり，これを立証の負担という。

オ. 証拠調べを経ても証明すべき事実の存否を判断できない場合，これによって不利益を受ける

一方当事者の法的地位を挙証責任という。

１. ア イ ２. イ ウ ３. イ エ ４. ウ エ ５. エ オ
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（配点：３）〔第33問〕

次の教授と学生ＡないしＣの【会話】は，違法収集証拠の証拠能力についての最高裁判所の判例

に関するものである。①から⑥までの( )内に入る適切な語句を後記の【語句群】から一つずつ選

んで入れた場合，①，③，④及び⑥の( )内に入る語句の組合せとして正しいものは，後記１から

５までのうちどれか。なお，同じ語句を２回以上用いてもよい （解答欄は ）。 ，［№51］

【会 話】

教 授. 最高裁判所は，昭和５３年９月７日の第一小法廷判決で，捜査に違法があった場合の証

拠能力の肯否について 令状主義の精神を没却するような重大な違法があり これを証拠，「 ，

として許容することが，将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認め

られる場合においては その証拠能力は否定されるものと解すべきである と判示してい， 。」

て 違法の重大性 と 排除相当性 という二つの要件を示していると思われるが 両者，「 」 「 」 ，

の要件の関係についてどう考えるべきか，みんなで議論してみよう。

学生Ａ. 両者の要件がそろって初めて証拠が排除されるとする説，いずれか一方の要件があれば

証拠が排除されるとする説，結局は「違法の重大性」が要件であるとする説などがありま

す。

学生Ｂ. この判決を素直に読めば，両者の要件がどちらも必要だ，つまり両者を言わば「かつ」

の関係にあるものとして考えるのが最高裁判所の立場になるのではないでしょうか。

学生Ｃ. でも その判決は 事案の結論として証拠能力を肯定するに当たって 本件証拠物の押， ， ，「

収手続の違法は必ずしも重大であるとはいいえないのであり，これを被告人の罪証に供す

ることが，違法な捜査の抑制の見地に立ってみても相当でないとは認めがたいから，本件

証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである と判示していて 両者の要件を併せて検討。」 ，

しています。これに注目すれば，最高裁判所は，例えば「違法の重大性」がなくても「排

除相当性」が認められるので証拠能力を否定すべき場合があると考えている，つまり，両

者の要件を(①)の関係にあると考えていると解読する方が説得力があると思います。

教 授. この判決は 念のため あるいは 確認的に 違法の重大性 も 排除相当性 もない， ， ， ，「 」 「 」

事案だと述べたにすぎないと考えることもできるのではないかね。

学生Ｃ. そもそも違法収集証拠排除法則の根拠であると言われている「司法の廉潔性」と「違法

捜査の抑止」という別個独立の根拠が，それぞれ「違法の重大性」と「排除相当性」の要

件に反映していると考えられ，両者は，(②)の関係にあると考えるべきだと思います。

教 授. ところで 平成１５年２月１４日最高裁判所第二小法廷判決は 本件逮捕には 逮捕時， ，「 ，

に逮捕状の呈示がなく，逮捕状の緊急執行もされていないという手続的な違法があるが，

それにとどまらず 警察官は その手続的な違法を糊塗するため 中略 公判廷において， ， ，（ ）

事実と反する証言をしているのであって，本件の経緯全体を通して表れたこのような警察

， ， ，官の態度を総合的に考慮すれば 本件逮捕手続の違法の程度は 令状主義の精神を潜脱し

没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。

そして，このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは，将来における違

法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから，その証拠能力を否定すべきであ

る 」と判示していて，公判廷で偽証したことを(③)の要件の中で検討しているよね。。

学生Ａ. 捜査行為の違法性判断は(④)に存在した事情を基礎として考えるのが一般的な判断手法

です。違法な逮捕後に示された警察官の法軽視の態度からさかのぼって逮捕手続における

(⑤)を認めるのはちょっと無理ではないでしょうか。

学生Ｃ. でも，捜査官の捜査行為時における主観的意図を推認する限りで，公判廷で捜査官が虚

偽の証言をしたという事情を(⑥)の判断要素の一つにすることは可能だと思います。
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【語句群】

ａ. 排除相当性 ｂ. 証言当時 ｃ. 「又は」 ｄ. 軽微な違法性

ｅ. 行為当時 ｆ. 違法捜査の抑止 ｇ. 裁判当時 ｈ. 「かつ」

ｉ. 違法の重大性 ｊ. 司法の廉潔性

１. ①ｃ③ｉ④ｅ⑥ｉ ２. ①ｃ③ａ④ｅ⑥ｉ ３. ①ｃ③ｄ④ｂ⑥ａ

４. ①ｈ③ｊ④ｇ⑥ｊ ５. ①ｈ③ｉ④ｇ⑥ｉ

（配点：３）〔第34問〕

次の【文章】のアからオまでの（ ）内には後記【語句群】のａからｇまでの語句のいずれか，

甲及び乙の《 》内には文章中に記載した①から④までの事情のいずれかが入る。エ及びオに入る

適切な語句，甲及び乙に入る適切な事情の組合せとして正しいものは，後記１から８までのうちど

れか。なお，アからオまでの（ ）内には，それぞれ異なる語句が入る （解答欄は ）。 ，［№52］

【文 章】

（ア）は，伝聞証拠に当たるが，刑事訴訟法は，供述者が公判期日において証人として尋問を

受け，その真正に作成されたものであることを供述したときは，証拠とすることができると定め

ている。この場合，①供述内容が細かな事実に及ぶことが多いため，記憶に基づく口頭報告より

も書面による記録と報告の方が正確性を期し得ること，②専門的学識に基づく供述として一般的

に信用性が高いこと，③宣誓の上行われること，④検察官及び弁護人に立会権が認められている

ことにより公正さが担保されていること，などの事情が考慮されたものといえる。

最高裁判所は （イ）や（ウ）も，同じ要件の下に証拠能力が認められるとしている （イ）の， 。

場合 ア について指摘した 甲 と 乙 の事情は当てはまらず 両者の間には エ の点で，（ ） 《 》 《 》 ， （ ）

差異があることは否定できないが，刑事訴訟法の明文で（オ）も（ア）と同じ要件の下に証拠能

力が認められていることを考慮すれば 最高裁判所の結論も不当とはいえない しかし ウ の， 。 ，（ ）

場合には ア と同じ要件の下に証拠能力が認められてよい理由は 主として ア について指，（ ） ， （ ）

摘した②の事情が共通することに求めるしかなく，最高裁判所の結論には批判もある。真正に作

成されたものであることを供述するとは，内容の正確性についても実質的に反対尋問を受けるこ

とと解されていることが，このように緩やかな解釈の背景といえる。

【語句群】

ａ. 私人が依頼した医師作成の診断書

ｂ. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書

ｃ. 捜査機関が嘱託した鑑定受託者作成の鑑定書

ｄ. 捜査機関の検証の結果を記載した調書

ｅ. 裁判所の検証の結果を記載した調書

ｆ. 信用性の情況的保障

ｇ. 必要性

１. エ－ｆ オ－ａ 甲－① 乙－②

２. エ－ｆ オ－ａ 甲－③ 乙－④

３. エ－ｆ オ－ｄ 甲－② 乙－③

４. エ－ｆ オ－ｄ 甲－③ 乙－④

５. エ－ｆ オ－ｃ 甲－① 乙－④

６. エ－ｆ オ－ｅ 甲－② 乙－③

７. エ－ｇ オ－ｃ 甲－② 乙－④

８. エ－ｇ オ－ｅ 甲－① 乙－③
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（配点：３）〔第35問〕

刑事訴訟法第３２８条にいう「公判準備又は公判期日における被告人，証人その他の者の供述の

証明力を争うため」に用いることのできる同法「第３２１条乃至第３２４条の規定により証拠とす

ることができない書面又は供述」の範囲については，

① 供述をした者の異なった内容の供述を記載した書面又は供述に限定されると解する説

② ①のみに限定されないが，それ以外は，供述の信用性のみに関する純粋の補助事実，例えば

供述者の能力及び性格，当事者に対する偏見，当事者との間の利害関係等を立証する証拠に限

られると解する説

③ 伝聞証拠でも，限定なく証拠とすることができると解する説

がある。①から③までの各説に立った場合に，次のアからオまでの【事例】中のＡの供述が同法第

３２８条により証拠とすることができるか否かに関する後記ａからｅまでの【記述】につき，正し

№53 №い場合には１を 誤っている場合には２を選びなさい 解答欄は ａからｅの順に から， 。（ ， ［ ］ ［

）57］

【事 例】

「 。」 ，ア. 犯人を目撃した証人Ｗの 自分が目撃した犯人は白いシャツを着ていた 旨の証言に対し

Ｗとともに犯人を目撃したＡの 犯人は黒いシャツを着ていた 旨の司法警察員に対する供述「 。」

調書により，Ｗの証言の証明力を争うこと

イ. 犯人を目撃した証人Ｗの 被告人甲が犯行現場でＶの胸をナイフで突き刺すのを見た 旨の「 。」

証言に対し 証人Ａの Ｗは 犯行現場には行ったこともないし 甲の殺害行為を見たことも， 「 ，『 ，

ない 』と言っていた 」旨の証言により，Ｗの証言の証明力を争うこと。 。

ウ. 犯人を目撃した証人Ｗの 自分の目撃した犯人は被告人甲とは違う人間である 旨の証言に「 。」

対し Ｗの友人Ａの Ｗは 甲は 自分が経済的に困窮していたとき 生活費を出してくれる， 「 ，『 ， ，

など何かと面倒を見てくれた 』と言っていた 」旨の証言により，Ｗの証言の証明力を争うこ。 。

と

エ. 犯人を目撃した証人Ａの 犯人は被告人乙である 旨の証言が Ａの司法警察員に対する 犯「 。」 ， 「

人が被告人乙だとは断言できない 旨の供述調書によって証明力が減殺された場合 証言内容。」 ，

と一致する内容のＡの他の供述調書により，減殺された証明力を回復すること

オ. 鑑定人Ｂの「被害者の死因は窒息死である 」旨の供述に対し 「Ｂが解剖時に『被害者の死。 ，

因は心筋こうそくの可能性もある 』と述べた 」旨の解剖に立ち会ったＢの助手Ａの証言によ。 。

り，Ｂの供述の証明力を争うこと

【記 述】

［№53］ａ. アは，①から③までのいずれの説を採っても，証拠として許容される。

［№54］ｂ. イは，①から③までのいずれの説を採っても，証拠として許容される。

［№55］ｃ. ウは，③説のみならず，②説によっても，証拠として許容される。

［№56］ｄ. エは，③の説を採った場合でなければ，証拠として許容されることはない。

［№57］ｅ. オは，③の説を採った場合でなければ，証拠として許容されることはない。

（配点：２）〔第36問〕

犯罪被害者に関する次のアからエまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から６ま

でのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№58］

ア. 犯罪被害者は，事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが，事件の確定前の訴

訟記録については，閲覧又は謄写することができない。

イ. 犯罪被害者は，自ら申し出て，公判期日において，被害に関する心情その他の被告事件に関

する意見の陳述をすることができる。

ウ. 犯罪被害者を証人として尋問する場合において，証人が被告人の面前において供述するとき
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は圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって，相当と認める

ときは，被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることが

できるが，この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。

エ. 犯罪被害者を証人として尋問する場合において，証人を別室に在室させていわゆるビデオリ

ンク方式によって行う証人尋問は，最高裁判所の判例によれば，被告人が証人に面と向かって

反対尋問をする権利を奪うもので，憲法第３７条第２項に違反し，許されない。

１. ア イ ２. ア ウ ３. ア エ ４. イ ウ ５. イ エ ６. ウ エ

（配点：３）〔第37問〕

次のⅠ及びⅡの【見解】は，一事不再理の効力が及ぶ範囲に関する考え方を述べたものである。

これらの【見解】のいずれかを前提に後記【事例】における起訴の適法性について述べた後記１か

ら５までの 記述 のうち 正しいものはどれか なお 常習特殊窃盗罪 とは 盗犯等の防止及【 】 ， 。 ，「 」 ，

び処分に関する法律第２条違反の罪をいう （解答欄は ）。 ，［№59］

【見 解】

Ⅰ. 一罪の一部を構成する犯罪事実について，前訴において有罪・無罪の判決が言い渡され確定

したときは，一罪を構成する残りの犯罪事実のうち，前訴の第一審判決言渡し時までに行われ

た部分について，確定判決の一事不再理の効力が及ぶ。

Ⅱ. Ⅰの考え方が原則であるが，前訴において同時審判が事実上又は法律上不可能であった部分

については，確定判決の一事不再理の効力は及ばない。

【事 例】

甲は，平成○○年の３月１日（①）と５月１日（②）に窃盗を行い，７月１０日，②の窃盗の

， ， ， 。事実で逮捕され ８月１日 同事実について常習特殊窃盗罪で起訴されたが その後保釈された

甲の公判は，９月８日に弁論が終結し，９月１５日に執行猶予付の有罪判決が言い渡され，９月

３０日に確定したが 甲は 保釈後の９月１０日 ③ ９月２０日 ④ にもそれぞれ窃盗を行， ， （ ）， （ ）

った。その後，甲は，１２月１日（⑤）に行った窃盗で逮捕され，捜査の結果，⑤のほか①③④

の各窃盗の事実が判明するとともに，これらが②の窃盗と常習特殊窃盗罪を構成することも明ら

かになった。

【記 述】

１. Ⅰの考え方に立ったとき，①の窃盗を単純窃盗として起訴することは許される。

２. Ⅰの考え方に立ったとき，③の窃盗を単純窃盗として起訴することは許される。

３. Ⅰの考え方に立ったとき，④⑤の窃盗をそれぞれ単純窃盗として起訴することは許される。

４. Ⅱの考え方に立ったとしても，①の窃盗を常習特殊窃盗として起訴することが許されること

はない。

５. Ⅱの考え方に立ったとしても，③の窃盗を常習特殊窃盗として起訴することが許されること

はない。

盗犯等の防止及び処分に関する法律（参照条文）

第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条，第二百三十六条，第二百三十八条

若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以

上，強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス

一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ

二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ

三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅，建造物若ハ艦船ニ

侵入シテ犯シタルトキ

四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅，建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
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（配点：３）〔第38問〕

次の判例（最高裁判所平成１６年２月１６日第二小法廷判決・刑集５８巻２号１３３頁）の【判

旨】中の①から⑥までの（ ）内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合，その組合せとし

て正しいものは，後記１から５までのうちどれか （解答欄は ）。 ，［№60］

【審理経過】

，「 ， ， ， ， ，検察官は 被告人は 平成○年○月○日 Ｈ市内において Ｖに対し ナイフ１本を示すなど

兇器を示して脅迫した 旨の暴力行為等処罰に関する法律違反事件１件 以下 同公訴事実を 本。」 （ ， 「

件公訴事実」という ）を起訴した。。

第一審は 本件公訴事実について 被告人を無罪とする旨理由中で説示した上 被告人は 業， ， ，「 ，

務その他正当な理由による場合でないのに，平成○年○月○日，Ｈ市内において，ナイフ１本を

。」 （ 「 」 。） ，携帯した 旨の銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実 以下 本件犯罪事実 という を認定し

被告人を罰金１０万円に処し，本件公訴事実には本件犯罪事実の主張も含まれているので，訴因

変更の手続は不要である旨判示した。

被告人は，第一審判決中の有罪部分について控訴を申し立てたが，検察官は，控訴を申し立て

なかった。

原審は 本件公訴事実と併合罪の関係にあって起訴されていない本件犯罪事実を認定し有罪の，「

判決をした第一審判決には，刑事訴訟法第３７８条第３号後段の審判の請求を受けない事件につ

いて判決をした違法があるから 破棄を免れない 旨の弁護人の控訴趣意をいれるとともに 職， 。」 ，

権調査の結果によれば，本件公訴事実について被告人を無罪とする旨主文で言い渡していない第

一審判決には，同号前段の審判の請求を受けた事件について判決をしなかった違法もあると認め

られる旨判示して，第一審判決中の有罪部分を破棄し本件を第一審裁判所に差し戻した。

これに対し，被告人は，上告を申し立てた。

【判 旨】

原判決が，第一審判決には刑事訴訟法第３７８条第３号前段及び後段の違法があるとしてこれ

， ， 。を破棄した点は正当であるが 本件を第一審裁判所に差し戻した点は 是認することができない

上記 審理経過 でみたとおり 第一審判決は 罪数に関する法解釈を誤り ① である同号【 】 ， ， ，（ ）

前段及び後段の違法を犯していたのに，検察官は控訴せず，被告人は，本件公訴事実について第

一審判決の理由中で無罪とされ不服を申し立てる利益がなかったことから，第一審判決中の有罪

部分である本件犯罪事実についてのみ同号後段の違法を理由に控訴を申し立てたが，本件公訴事

， ， （ ） 。実は 被告人の控訴申立てに伴い 法律上当然に原審に ② 係属するところとなったのである

このような訴訟の経過にかんがみると，被告人の控訴申立てを契機として，原審裁判所が，職権

により本件公訴事実について調査を加え，同号前段の違法がある旨指摘して第一審判決を破棄す

るにとどまらず，本件公訴事実を（③）とする余地があるものとして第一審裁判所に差し戻し，

あるいは自ら（③）の判決をすることは，職権の発動の限界を超えるものであって許されないと

いうべきである。そうすると，本件公訴事実については，第一審判決の（④）の結論に従うほか

ないのであるから 原審裁判所としては 本件を第一審裁判所に差し戻すのではなく ⑤ して， ， ，（ ）

被告人に対し（④）を言い渡すべきであったといわねばならない。

また，本件犯罪事実は，公訴提起がなかったにもかかわらず，第一審裁判所がこれを認定して

有罪の判決をしたため，上記控訴申立てに伴い事実上原審に係属するに至ったものであるから，

本件犯罪事実については，公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合に準じて，

（⑥）を言い渡すべきであったと解される。

したがって，原判決は，上記の点において判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり，これを

破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
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【語句群】

ａ. 公訴棄却 ｂ. 免訴 ｃ. 管轄違い ｄ. 移送 ｅ. 移審 ｆ. 有罪

ｇ. 無罪 ｈ. 破棄 ｉ. 自判 ｊ. 差戻 ｋ. 相対的控訴理由

ｌ. 絶対的控訴理由

１. ｂｄｆｇｉｋ ２. ｂｅｆｇｊｋ ３. ａｄｆｇｈｋ ４. ａｅｆｇｈｌ

５. ａｅｆｇｉｌ

（配点：３）〔第39問〕

次のアからオまでの場合における不服申立ての可否・方法について，それぞれ正しいものを後記

１から３までのうちから選びなさい （解答欄は，アからオの順に から ）。 ［№61］ ［№65］

ア. 被疑者甲は，任意同行後の取調べで犯行を自白して緊急逮捕され，逮捕状が発付されたが，

緊急逮捕に先行する任意同行の過程に違法があったことを理由に，逮捕状発付の取消しを求め

［№61］たい。

イ. 被疑者甲は，逮捕後，検察官の勾留請求に基づいて発付された勾留状により勾留されたが，

［№62］先行する逮捕手続に違法があったことを理由に，勾留状発付の取消しを求めたい。

ウ. 逮捕後の留置中に起訴され，起訴当日発付された勾留状により勾留された被告人甲は，逃亡

［№63］のおそれを認めた判断に誤りがあるとして，勾留状発付の取消しを求めたい。

エ. 被告人甲は，第１回公判期日後，保釈の請求をしたところ，請求が却下されたため，その取

［№64］消しと請求認容の裁判を求めたい。

， ， ，オ. 被告人甲は 第１回公判期日後 逃亡のおそれがあるとして勾留状が発付され勾留されたが

［№65］犯罪の嫌疑がないことを理由に，勾留状発付の取消しを求めたい。

１. 準抗告が可能である。

２. 抗告が可能である。

３. 現行法上不服申立ては許されない。

（配点：２）〔第40問〕

略式手続に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から６まで

のうちどれか （解答欄は ）。 ，［№66］

ア. 簡易裁判所は，検察官の請求により，その管轄に属する事件について，略式命令で，１年以

下の懲役若しくは禁錮，罰金又は科料を科することができる。

イ. 検察官が略式命令を請求する場合は，公訴の提起と同時に，書面でこれをしなければならな

い。

ウ. 被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならな

い。

エ. 簡易裁判所は，略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合，その刑の

執行を猶予することはできない。

オ. 略式命令を受けた者又は検察官は，その内容に不服のある場合は，その告知を受けた日から

１４日以内に，略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求

をすることができる。

１. ア イ ２. イ ウ ３. イ エ ４. ウ エ ５. ウ オ ６. エ オ
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【 】 （ ）該当箇所 第１８問 事例 Ⅱ ２０行目

誤 内蔵破裂

正 内臓破裂
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